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補遺 EU 加盟各国の出産休暇、育児休暇制度 
 

スウェーデン 

 両親ともに 60 日の育児休暇が認められる。 

 加えて、子供が 8 歳になるまで、あるいは就学 1 年目を終えるまでの間に、どちらかの

親に対して 360 日の育児休暇が与えられる。 

 給与は 360 日の間は最高 80％、それを超える 90 日についてはより低い定額の給与を保

証。 

 父親に対しても有給の育児休暇を保証。 

 育児休暇を分割してとることができる。また、両親ともに、子供が就学 1 年目を終える

までの間は、労働時間を 75％に減少することができる。 

 

デンマーク 

 子供が 9 歳になるまでの間に、両親ともに 32 週間の休暇が与えられる。 

 両親合わせて 64 週の休暇の半分（32 週）の間は給与の 90％を保証。 

 父親に対しては、有給の育児休暇は保証されない。 

 

スロヴェニア 

 出産休暇の後、両親合わせて 260 日の育児休暇を取得できる。 

 父親は、出産休暇後、75 日の育児休暇、および、出産休暇中 15 日間の父親出産休暇を

請求できる。75 日間の育児休暇は低い定額の給与が支払われる。 

 育児休暇を分割してとることができる。 

 

ハンガリー 

 子供が 3 歳になるまでの間に育児休暇を取得できる。 

 子供が 2 歳になるまでは平均 70％の給与が支払われる。子供が 3 歳になると、より低い

定額の給与。 

 育児休暇を分割してとることができる。また、育児休暇をとったものは、子供が 18 か月

から 3 歳の間はパートタイムで働くことができる。 

 

フィンランド 

 母親に対しては出産休暇ののち、26 週間の育児休暇を保証。 

 父親に対しては、12 日間の出産休暇、その後、12 終日の休暇を受けられる。 

 出産休暇後の育児休暇については、子供が 3 歳になるまで取ることができる。 

 休暇期間中の給与は平均して 66％を保証。 
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 介護休暇については、定額の介護手当が支給される。 

 育児休暇を分割してとることができる。また、子供が就学年齢に達するまで、両親は労

働時間を短くすることができる。 

 

イタリア 

 子供が 8 歳になるまでの間に、両親のどちらかに対して 10 カ月の育児休暇が与えられる。 

 父親が最低 3 カ月の育児休暇をとった場合、11 か月まで育児休暇を延長できる。 

 子供が 3 歳になるまでの間、6 か月の休暇に対しては給与の 30％を保証。 

 

オーストリア 

 子供が 2 歳になるまで育児休暇をとることができる。育児休暇を分割してとる場合は子

供が 4 歳になるまで認められる。 

 父親が育児休暇をとる場合、6 ヶ月間は給与を保証。 

 子供が 18 か月になるまで育児手当が与えられる。父親が育児休暇をとる場合 24 か月の

育児手当。 

 育児休暇を分割してとることができる。子供が 4 歳になるまではパートタイムで働くこ

とができる権利が与えられる。 

 

ドイツ 

 子供が 3 歳になるまで、育児休暇をとることができる。 

 給与は 6 カ月の間は定額保障。18 か月の間は、世帯に応じて手当が出る。 

 育児休暇を分割してとることができる。従業員が 15 人以上の企業に勤めている場合は、

育児期間中、パートタイムの仕事ができる。 

 

フランス 

 子供が 3 歳になるまで育児休暇をとることができる（ただし、子供が 2 人以上の場合に

限る） 

 育児手当が、最初の子供に対しては 6 か月、2 人目以降の子供に対しては、全育児期間

中支給。 

 育児休暇を分割してとることができる。 

 

ベルギー 

 両親ともに、6 カ月のフルタイムの休暇または 12 カ月のパートタイムの育児休暇をとる

ことができる。 

 定額の育児手当を支給 
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 育児休暇を分割してとることができる。また、育児休暇をとったものは、Career break 

scheme という法律によって、最高 5 年までパートタイムで働くことができる権利が保障

されている。 

 

ルクセンブルク 

 双方の両親が、子供が 5 歳になるまでの間に 6 か月のフルタイム休暇、または 12 カ月の

パートタイム休暇をとることができる。 

 最低賃金に近い定額の育児手当が支払われる。 

 育児休暇を分割してとることができる。 

 

チェコ 

 子供が 4 歳になるまでの間に、両親合わせて定期の育児休暇を取得できる。 

 非常に定額の育児手当（最低生活水準の 2％未満） 

 

ポーランド 

 子供が 4 歳になるまでの間に、両親合わせて定期の育児休暇を取得できる。 

 収入の低い家族に対しては、24 か月の間最低賃金の 60％を支給。 

 4 歳未満の子供を持っている両親は、1 日当たり 8 時間を超える労働時間、夜勤、及び家

庭を離れた場所に赴任することを拒否できる。 

 

リトビア 

 子供が 3 歳になるまでの間に、両親合わせて定期の育児休暇を取得できる。 

 低い定額の育児手当が支給される。 

 

ギリシャ 

 私企業では、子供が 3.5 歳になるまでの間、双方の両親が 3.5 か月の育児休暇を、公的セ

クターでは子供が 6 歳になるまでの間 2 年間の育児休暇を取れる。 

 無給 

 

スペイン 

 子供が 3 歳になるまでの間に、両親合わせて定期の育児休暇を取得できる。 

 無給 

 

ポルトガル 

 子供が 3 歳になるまでの間、双方の両親が 6 カ月のフルタイムの育児休暇を取得できる。 
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 父親は、出産休暇直後 15 日の育児休暇を取得できる。 

 父親がとる出産直後 15 日の育児休暇は 100％、給与を保証。そのほかは無給。 

 子供が 3 歳になるまでの間は、育児休暇の分割取得は一部認められる。また、子供が 12

歳になるまでの間は、パートタイムまたは短時間勤務で働くことを要求できる。 

 

オランダ 

 子供が 8 歳になるまでの間、3 カ月のフルタイム、または、6 カ月のパートタイム休暇を

取得できる。 

 無給 

 育児休暇を分割してとることができる。また、従業員は、雇用主に対してパートタイム

で働くことを要求できる。逆に、パートタイムで働いていたものはフルタイムで働くこ

とを要求できる。 

 

アイルランド 

 子供が 5 歳になるまでの間、双方の両親が 3 カ月の育児休暇を取得できる。 

 無給 

 育児休暇を分割してとることができる。 

 

イギリス 

 子供が 5 歳になるまでは、両親ともに 3 カ月の育児休暇をとることができる。 

 無給 

 育児休暇の分割取得は、1 年につき 4 週間に限り認められている。 

 2003 年以降、幼い子供がいる場合は、雇用主に対してパートタイムないしはフレックス

制度で働くことを要求できる。 

 

キプロス 

 子供が 6 歳になるまでの間、双方の両親が 3 カ月の育児休暇を取得できる。 

 無給 

 1 年につき最大で 4 週間の育児休暇を取得できる。 
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